
 

 

千葉市監査委員告示第６号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、行政監

査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知

がありましたので、公表します。 

 

    平成２７年１０月３０日 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司 

同       宮 原 清 貴 

同       村 尾 伊佐夫 

同       森   茂 樹 

 

 



 

 

２７千総総第４６８号 

平成２７年１０月２９日 

 

 千葉市監査委員 清 水  謙 司 様 

 同       宮 原 清 貴 様 

 同       村 尾 伊佐夫 様 

 同       森   茂 樹 様 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２６年度監査報告第８号、第１０号及び第１１号により報告のあった監査の結果に基づき

講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により

別紙のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

報告書番号 ２６監査報告第８号 

監査の種類 財務定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

イ 行政財産目的外使用料の徴収を適正 

に行うべきもの（中央区役所） 

    行政財産使用料条例第３条第１項及 

び第２項によると、行政財産使用料は 

前納が原則となっており、例外として、 

使用者が国、他の地方公共団体その他 

公共団体若しくは公共的団体である場 

合又は市長が別に定める場合は、使用 

料を後納させることができると規定さ 

れている。 

    また、「行政財産使用料の後納の取扱 

いについて」（平成２２年３月３０日付 

け財政部長通知）によると、市長が別 

に定める場合として、使用開始日が４ 

月１日である場合や許可期間が年度を 

またぐ使用許可の場合の次年度以降分 

の使用料については、使用開始日又は 

年度当初日から起算して３０日以内に 

納付させなければならないとされてい 

る。 

    しかしながら、電柱支線及び携帯電 

話基地に係る行政財産目的外使用料の 

徴収については、使用開始日が４月１ 

日である場合又は許可期間が年度をま 

たぐ使用許可の場合の次年度以降分に 

係る使用料を使用開始日又は年度当初 

日から起算して３０日を過ぎた納期限 

で納入の通知がなされているものが見 

受けられた。 

    行政財産目的外使用料の徴収につい 

ては、条例等に基づき適正に行われた 

い。 

 

 

 

 

 行政財産目的外使用料の徴収については、 

平成２７年度分から、条例等に基づき、使用

開始日が４月１日である場合又は許可期間

が年度をまたぐ使用許可の場合の次年度以

降分の使用料については、使用開始日又は年

度当初日から起算して３０日以内の日を納

期限として納入通知書を送付した。 

 

 



 

 

（２）支出事務 

  イ 助成金の算出に必要な基準を明確に

すべきもの（環境局） 

    「補助金の執行事務の適正化につい

て」（平成１４年３月１日付け財政部長

通知）によると、補助金交付要綱で定

めるべき事項として、補助金額算出に

必要な基準を明示することとされてい

る。 

    また、住宅用太陽光発電設備設置費

助成金交付要綱第５条第２項による

と、住宅の所有者である申請者が、発

電設備の設置に係る工事を市内業者に

請け負わせた場合は、基本助成額に上

乗せした額を交付することとされてお

り、市内業者とは、市内に住所を有す

る個人又は市内に事業所を有する法人

のその事業所の代表者であり、申請者

と発電設備の設置に係る工事請負契約

を結び、領収書を市内の事業所で発行

する者に限るとされている。 

    しかしながら、住宅用太陽光発電設

備設置費助成金交付要綱においては、

市内業者の定義に不明確な点があった

ため、助成金の申請等における市内業

者の確認が十分に行われているとは言

えない状況が見受けられた。 

    助成金の算出に必要な基準について

は、要綱により明確に定められたい。 

 

 

 

 

 住宅用太陽光発電設備設置費助成金の算

出に必要な基準については、平成２７年４月

１５日に要綱を改正し、市内業者の定義を、

「市内に所在する事業所若しくはその代表

者又はその法人の本店若しくは代表者が見

積書又は工事請負契約書及び領収書を発行

するものをいう。ただし、工事請負契約書に

あっては、市内に所在する事業所又はその代

表者が発行したものに限る。」に改めた。 

 また、申請等における市内業者の確認につ

いては、新たに「補助金額市内業者上乗せに

係る確約書」の提出を義務付け、市内業者に

設備設置工事を請け負わせることを確約さ

せることとした。 

（３）契約事務 

ウ 契約手続きを適正に行うべきもの 

（選挙管理委員会事務局）   

「決裁規程の運用について」（副市長 

依命通達）によると、施行決定とは歳 

出予算等に係る契約を行うに当たり、契

約の決定、締結前に専決権者の意思決定

等を受ける行為をいい、その内容とし

て、対象事業名称、目的及び必要性、執

行予定額・配当予算残額、所属年度及び

支出科目、契約方法等が必要とされてい

る。 

しかしながら、千葉市長選挙ポスター

 

 

 

 希望型指名競争入札の契約手続きについ

ては、平成２７年１月から、施行決定を行っ

てから、委託発注表の公表などの手続きを行

うこととした。 



 

 

掲示場製作・設置・管理・撤収業務委託

（中央区）他１４件に係る希望型指名競

争入札の執行においては、施行決定を行

うことなく委託発注表を公表し、申請受

付・資格審査を行い、施行決定はその後

の指名通知の段階で行われていた。 

契約の締結に当たっては、手続きを 

適正に行われたい。 

 

（４）財産管理事務 

  イ 和解金に係る債権の報告を適正に行

うべきもの（環境局） 

    「適正な債権管理事務の執行につい

て」（平成２６年４月２８日付け債権管

理課長通知）によると、複数年度にわ

たって返還される貸付金などにおい

て、当該年度に調定していないものに

ついては、台帳の整備を行うなど適正

に管理するとともに、決算書中の財産

に関する調書に記載することとされて

いる。 

    また、決算の調製に伴い、平成２６

年５月１２日付けで会計室長が依頼し

た「決算に伴う書類の提出について」

によると、財産に関する調書に記載す

べき債権額等について、債権現在額報

告書により会計管理者に報告すること

とされている。 

    しかしながら、大気常時監視自動計

測器の調達に係る談合に伴う和解金に

ついては、複数年度にわたって納入さ

れるものであるところ、次年度以降に

調定することとなる債権額等につい

て、債権現在額報告書により会計管理

者に債権としての報告が行われていな

いため、財産に関する調書に記載され

ていなかった。 

    和解金に係る債権の報告について

は、通知等に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 和解金に係る債権については、会計管理者

への報告を適正に行うよう所属長から職員

に対して周知徹底し、平成２６年度決算から

債権現在額報告書による報告を行っている。 

 

 

 



 

 

報告書番号 ２６監査報告第１０号 

監査の種類 財務定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（２）支出事務 

  イ 補助金等の交付決定に伴う要件の調

査を適正に行うべきもの（経済農政局） 

    補助金等交付規則第４条第１項によ

ると、市長は、補助金等の交付の申請

があったときは、当該申請に係る書類

等の審査及び必要に応じて行う現地調

査等により、補助金等を交付すべきも

のと認めたときは、すみやかに補助金

等の交付の決定をするものとするとさ

れている。 

    また、大学連携型起業家育成施設入

居者支援補助及び中小企業資金融資利

子補給に係る要綱によると、補助金等

の交付対象となる者は、市税の滞納が

ないことなどが要件とされている。 

    しかしながら、当該補助金等につい

ては、相手方の法人市民税の納付状況

を調査したことをもって、市税の滞納

がないこととしていた。 

    補助金等の交付決定に伴う要件の調

査については、規則に基づき適正に行

われたい。 

 

 

 

 

 大学連携型起業家育成施設入居者支援補

助については、平成２７年度から、申請者の

同意に基づき、過去３年分の固定資産税、法

人市民税、事業所税等の課税及び納付状況を

税部門に照会し、補助金の交付決定に伴う要

件の調査を行っている。 

 また、中小企業資金融資利子補給について

は、平成２７年度から、融資制度の利用申込

時に、市税納付に係る誓約書を提出させるこ

ととした。 

 

  ウ 費用及び収益の計上を適正に行うべ

きもの（病院局） 

    地方公営企業法第２０条第１項によ

ると、地方公営企業においては、その

経営成績を明らかにするため、すべて

の費用及び収益を、その発生の事実に

基づいて計上しなければならないとさ

れている。 

    また、「地方公営企業が会計を整理す

るに当たりよるべき指針」（平成２４年

１月２７日総務省告示第１８号）第２

章第１の２によると、費用及び収益は、

総額によって記載することを原則と

し、費用の項目と収益の項目とを相殺

することによってその全部又は一部を

 

 

費用及び収益の計上については、平成２７

年度から、毎月の請求に基づく支出におい

て、古紙類の売払いに伴う収益で相殺された

費用及び収益を振替処理により計上してい

る。 

 なお、平成２６年度に相殺された費用及び

収益については、決算整理時に一年分を合算

して振り替えた。 

 



 

 

除去してはならないとされている。 

    しかしながら、一般廃棄物の処理に

係る費用及び収益の計上については、

支出負担行為において、可燃ごみ類等

の処理に伴う費用と古紙類の売払いに

伴う収益とを相殺した額を費用として

計上し、収益を除去している状況が見

受けられた。 

    費用及び収益の計上については、経

営成績を明確にするため、その発生の

事実に基づき適正に行われたい。 

 

（３）契約事務 

  ア 長期継続契約の対象業務を適切に設

定すべきもの（病院局） 

    長期継続契約を締結することができ

る契約を定める条例第２条によると、

長期継続契約を締結することができる

契約は、経常的かつ継続的に役務の提

供を受ける契約で、毎年度の当初から

役務の提供を受ける必要があるため、

翌年度以降にわたり契約を締結しなけ

れば安定的に当該役務の提供を受ける

ことに支障を及ぼすおそれがあるもの

等とされている。 

    また、長期継続契約を締結すること

ができる契約を定める条例の一部改正

に伴う運用について（平成２０年１２

月１９日付け財政部長通知）によると、

対象外業務は、契約期間中における業

務内容が同一でないもの、単発的・臨

時的に業務が行われる業務であり、対

象となる業務と対象外の業務を併せた

契約については、長期継続契約とする

ことはできないとされている。 

    しかしながら、海浜病院の総合維持

管理業務委託については、長期継続契

約の対象となる設備運転管理業務等と

対象外の設備定期点検業務等を併せて

長期継続契約を締結していた。 

    長期継続契約は、各年度における予

算の範囲内でその給付を受けることを

条件に、債務負担行為を設定すること

 

 

 

総合維持管理業務委託については、平成２

８年１月から両病院の総合維持管理業務を

統合することから、長期継続契約の対象外業

務も含め、平成２７年６月に補正予算として

債務負担行為を設定した。 

 



 

 

なく、翌年度以降にわたり契約を締結

することができる予算単年度主義の例

外であることから、その対象業務を適

切に設定されたい。 

 

（４）財産管理事務 

  ア 公有財産の取得に係る通知を適正に

行うべきもの（経済農政局） 

    公有財産規則第３９条によると、所

管課長は、その所管に属する公有財産

を取得したときは、公有財産取得通知

書により管財課長に通知しなければな

らないとされている。 

    しかしながら、植物の新たな品種に

与えられる育成者権については、権利

を取得していたにもかかわらず、管財

課長へ通知していなかった。 

    公有財産の取得に係る通知について

は、規則に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 権利を取得していた育成者権については、

平成２７年４月１５日付けで管財課長に公

有財産取得通知書により通知した。 

 

 


